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道路整備システムの構造改革
－ニュージーランドにおける試みを中心に－

今橋隆

１．はじめに 川の管理について地方分権の方向`性が実質的に骨

抜きにされてきたりしているのとは、きわめて対

照的である(4)。

もともと、交通関連社会資本の中で、道路は民

営化に不向きな対象とされてきた。第１の理由は、

巨額の費用とその回収に要する長い期間である。

第２の理由は、交通量配分と価格規制の問題であ

る。Newbery（1994）は、前者への対処として電

子的ロード・プライシングが可能であるなら、後

者を民間の道路主体とそれへの価格規制という形

態にゆだねることもありうるとしながらも、それ

は民営化というより商業化の必要性をより強く意

味していると分析している。

本稿の分析視角も、そうした理論的認識を前提

にしている。すなわち、規制撤廃の先行した

ニュージーランドでさえ、道路における市場原理

の導入としての商業化は、現在なお進行中である。

ここでは、その政策形成過程を念頭において、道

路における市場原理の導入を具体的に解明する。

1980年代から、先進各国の経済政策における優

先度の高いメニューとして規制緩和が取り上げら

れ、イギリス、アメリカ、ニュージーランドと

いった国々において、かなりの程度に実現されて

きた。日本では、３公社の民営化こそこの時期に

実行されたものの、規制撤廃、行政改革といった

質量両面での深化は不充分である。規制緩和を進

めれば、航空産業やトラック事業における経済的

規制はほとんど必要ないものとなる。郵政３事業

のように政府直営のビジネスがかなりの規模とな

る場合、行政改革なき規制撤廃は机上の空論であ

る。前者の規制撤廃は進行中であるものの、社会

的規制の内容にまで踏み込んで実現できるか否か

は予断を許さない。後者に深く関連する公共事業

の改革や郵政事業の民営化は、細川内閣のころか

ら論壇に登場しつつも、微温的な論議にのみ数年

が費やされ、実現の可能性さえ危ぶまれてい

るい。こうして1990年代は「失われた10年」とし

てその幕を閉じようとしている。

イギリスでは拙稿（1999）において指摘したと

おり、pFIl21という新たな手法を用いて、財政窮

迫下での社会資本整備と民間企業に対する事業機

会の創出とを、両立させる政策が確立されつつあ

る。アメリカでは、建国以来の伝統である州単位

の地方自治をより強化する方向で、２１世紀の社会

資本整備が方向づけられようとしている(3)。同

時期に、日本で民間の活力を導入したプロジェク

トである東京湾アクアラインが、需要予測の半分

程度の交通量しか実現できなかったり、国道や何

２．構造改革の政策形成過程

日本では1996年に、当時の橋本内閣が６大改革

を打ち出し、その中に財政構造改革を含めたこと

から、構造改革の必要性が注目された。とくに範

となったのはニュージーランドであり、1984年に

は、煙からの借り入れが危ぶまれる状態に陥っ

たこの国の経済が、１０年後には財政黒字と安定成

長を実現したことに関心が集まった。しかしそう

した熱意はその場限りのものであった。その後、

1997年にはじまる大幅な景気後退や失業の増大か
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ら、財政出動の必要性が説かれて構造改革は省み

られない状況にある。

現在、構造的諸問題はまったく解決されておら

ず、より巨大な陥奔となって将来に控えているに

過ぎない。具体的には、都市における通勤混雑や

狭小な住宅に代表される生活水準と国民所得の不

均衡、地方部における不効率な公共事業と環境破

壊、中央・地方両政府における財政赤字の急増な

どである(5)。

日本の国債に対する格づけの引き下げ、その大

量発行に伴う長期金利の上昇などは、陥葬の典型

的な予兆である。ニュージーランドの事例は、よ

り真実味を帯びた将来のシナリオであり、その精

査は重要性を増している。拙稿（1999）では、

PFIの道路整備に対する適用について検討した。

本稿では、その先進的事例としてニュージーラン

ドを考察の対象とするものである。内容は２分さ

れ、本節で改革に関連する政策の形成過程を概観

した後、次節において道路整備の政策的フレーム

ワークを分析する。

貨準備と貸し手の信用限度がほとんど底をついて

いることを知らされる。一国の経済的破綻を目前

にして印綬を帯びたことになる。時をおかずして

政府経済顧問の報告書が提出され、その方向性に

基づいてダグラス（RogerDouglas）蔵相の第１

次予算が組まれたことから、経済改革がスタート

した。

改革の第１段階（1983年から87年まで）では、

貿易財と通貨の部門に重点が置かれ、国際競争力

の回復による外国為替市場の安定が目指された。

すなわち、国有企業の企業化による競争の促進、

変動相場制への移行による国際収支の好転が実現

した。この間、1986年に税制改革（所得税および

法人税の税率フラット化とＧＳＴの導入など(７１）

と国有企業法の制定、1987年に労使関係法の制定

と国有資産の売却プログラム決定など、関連する

法律的・制度的な改革も進行している。

こうした一連の措置で、経済諸指標は概して好

転した。1987年の国際収支の赤字はＧＮＰの５％

であり、前年の９％にくらべ改善されている。同

年の経済成長率は２％であり、マイナス成長の８３

年からは様変わりとなっている。こうした成果を

背景に1987年の総選挙で労働党は大勝したものの、

改革に積極的なダグラス蔵相と、それに消極的な

党内左派の声を反映するロンギ首相との間の対立

はかえって深刻化した。このため同蔵相とプレプ

ル国営企業相は1988年に罷免され、改革はとん挫

することになった。

（１）1984年の経済的停滞状況と改革のスタート

1960年代には、先進国の中でもっとも豊かな経

済のひとつであったニュージーランドの経済指標

は、1970年代の中期から変調を来していた。イン

フレーションの指標であるＧＮＰデフレーターは、

毎年10％を超えていた。1982年に当時のマルドー

ン首相が打ち出した価格凍結を含む所得政策でさ

え、物価上昇率を７％以下とすることは不可能で

あった。失業率は1970年代後半から急速に上昇し、

1983年からは６％近くに張りついた(６１．経常収支

赤字のＧＤＰに対する比率は、７０年代中期の14％

から減少したものの黒字になることはなく、８０年

代前半に６％台で低位の安定となった。このため

公的純債務は1977年の10億ドルから1984年には

110億ドルと、１０倍以上になっていた（Dalziel

l991)。

こうした苦境は、1984年７月の外国為替危機と

なって表面化する。折からの総選挙で政権を得た

労働党のロンギ（DavidLange）首相は、海外通

（２）経済的混迷と改革の深化

1988年から1990年にかけては、改革のペースは

顕著に遅くなった。ただ、国営部門法の改定

（1988年)、ＧＳＴの税率引き上げ（1989年）のよ

うに、国民生活に大きな影響を与える変化が起

こっている１０)。経済指標は傾向的に悪化し、失業

率の７％への上昇、国際収支の再赤字化（GDP

比で４％、1990年）がみられた。こうした状況を

受けて行われた1990年10月の総選挙で、国民党が

政権の座に就いた。興味深いことに、総選挙で敗

北した労働党は、ダグラス蔵相下の経済改革は誤
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での構造改革の要点を10条にまとめているが、こ

こでは社会資本整備との関連で重要と思われるポ

イントを５つ紹介する(１１１゜

①スケールの大きな政策の組み合わせによる、

飛躍的な改革の実施

リーダーは目標を明確に示し、一挙にそこを目

指して改革すべきである。さもなければ、圧力団

体は時を得て動員をかけ、改革の個々の過程を妨

害する。既得権益への唯一の有効な対策は、多く

の圧力団体の特権をひとつの政策パッケージで除

去することである。これにより、個々の団体は政

治的懇願を余儀なくされ、場合によってはほかの

享受している特権の除去を要請しさえする１１２１。

②速度が重要であり、これ以上はとてもできな

いほどの速度で行う

改革に時間をかけるほど、成果の実現までに日

数がかかり、反対者に焦点を絞らせてしまう。ほ

かの特権を除去しうるかどうかが不確実であれば、

自分の享受している特権を人々は手放したがらな

い。改革過程を脅かすのは、速度ではなくて不確

実`性である。

③首尾一貫と信頼性が生む改革への支持

政策と意思疎通は首尾一貫したものでなくては

ならない｡低い物価上昇率、雇用の確保、所得増

加など、単なる美辞麗句の羅列は選挙民の信頼を

低下させる。初期の段階で過去との訣別を示すべ

きである。いったん失った信頼を回復するには、

当初にそれを得るよりも長い時間を要する。

④犬にウサギを追わせなさい(,3,．

改革の目標がわからなければ、人々は協力しな

い。時間表を公開し、過程への関与を示し、人々

がどのように適応すればよいかを周知させなさ

い（14)。

⑤基本原則の理解が重要

人間は生まれながらにして企業家精神に富むも

のである。問題は多くの政府がそれをわい曲して

ロビー活動や課税回避という非生産的な行動に導

いていることである。消費者の欲求を充足すると

いう生産的な行動をすべての企業が目指すように

環境を整えることが、政府の目的である。特権の

りであったとの方針転換を行った（地引1991)。

しかし国民党は改革を続行してゆく。

国民党の経済改革は、福祉・労働といった未着

手の領域に重点を置いたものである。すなわち、

所得補償の引き下げ、保健や高等教育といった公

共サービスの重点的供給、雇用契約法による柔軟

な労働関係の実現などである。(，）

こうした経済改革から社会改革へと構造改革の

すそ野の広がりは、折からの経済指標の好転に助

けられて実現した。すなわち、経済成長率は

1992年にプラスに転じ、翌93年には4.4％に達し

た。インフレと国際収支赤字のＧＮＰ比は２％を

下回っていた。失業率は94年に入って低下し、

6.6％となった。経済構造改革は、１０年の時を経

て実を結んだのである。

（３）構造改革の諸原則

以上のような改革の経緯をみると、議会制民主

主義の制度的枠組みの下で、改革を進めるための

条件が見いだされる。ニュージーランドの政治制

度を前提にしてＨｉｄｅａｎｄＭｃｓｈａｎｅｏＰｃｉＬは次の

ように述べている。

・少数の人々に権力の集中した政治システム

・現状維持に対する広範な嫌悪

・圧力団体を封じ込めるようなスピードのある

キャンペーン

・改革過程を主導するために必要なヴィジョン、

戦略立案能力、具体的能力を具備した個人の

グループ

このうち、最初と最後の内容は属人的なもので

あるが、明らかにその中心となってきたのは1984

年に成立した労働党政権で蔵相を務めたロ

ジャー・ダグラスである('０１．改革の果実が実っ

てきたのは1992年ごろからであり、この時期に政

権を担当したのは国民党である。労働、福祉と

いった切り込みにくい分野に改革を伝播させたと

いう意味でその功績は小さくないものの、改革の

いわば創業者は労働党の幹部であり、とりわけダ

グラス、ロンギにRichardPrもbbleを加えた３人

に負うところが大きい。ダグラスは民主主義の下
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Zealandが、1996年７月からTmnsfilndとＴｍｎｓｉｔ

に分割されている。

ここでは、Tmnsfimd（1996）により、道路整

備におけるTransfUndの役割を検討する。

まず、機関の目的として「安全で効率的な道路

システムに有利なように資源を配分すること」が

掲げられ、それに対応する諸目標が掲げられてい

る。それらは、以下の６つである。

①国内道路計画への首尾一環した資金の裏づけ

②交通大臣をはじめとする関係者への助言の提

供

③道路サービスもしくはその代替案の提供にお

ける配分上の効率性の追求

④道路管理当局、地方評議会との契約による助

言サービスの提供

⑤道路管理当局と地方評議会への会計監査

⑥事業評価のプロセス確立と、道路サービスの

代替的選択肢への資金提供

このように、燃料税や車両登録料、重量車両へ

の走行距離税により特定財源として徴収される道

路利用料金を、上に掲げた諸サービスに支出する

ことがTransfilndの役割である('`)。上記の目標に

くりかえし「効率」が登場し、資源配分の効率向

上が図られていることは興味深い。

これを実質的に担保しているのが、計画の採否

における費用便益結果の重視である。

つまり、先に計画が存在するのではなく、

TrnnsfUndの利用できる資金の量に対応して、費

用効果的なプロジェクトから資金の手当てがなさ

れていく。具体的には、1996/7度の予算で費用便

益比率は4.5となっていた。1997/8度ではそれが

4.0に改訂されている。

こうした費用便益比率の重視は、「これを満た

す計画に支出を行うことで、国内道路勘定に十分

な収入がもたらされる」（TmnsfUndNewZealand

l996）と位置づけられていて、負担と受益の対応

が意識されている。

ただし、こうした費用便益比率は、いわゆる経

済的な便益と費用がそのまま使われるわけではな

い。ＴｅＰｕｋｅバイパスの例では、経済的費用便益

廃止は構造改革のエッセンスである。

こうした原則から、冒頭に述べたような困難な

条件にもかかわらず、社会資本整備における市場

原理の導入が構造改革の一環として重要であるこ

とが理解されよう。改革の規模と速度に関する①、

②の条件は相互補完的であり、道路や港湾という

政府予算のかなりの部分m51を占めるものが政策

パッケージに含まれるかどうかは、分岐点として

意義深い。

③の観点は改革の成否に直結している。高度成

長期以降、豊かになるという目標は達成されたた

めに求心力を失った。惰性的なケインズ政策で公

共事業を追加しても、金利の上昇や将来への不安

に起因する消費性向の低下を招くため、乗数効果

は期待できない。構造改革の成否は、信頼に裏打

ちされた政治的説得力を具備できるかどうかにか

かっている。その説得力は、④のように公開され

た目標を達成できれば徐々についてくるはずであ

る。

⑤は、構造改革の原点とでもいうべき考え方で

ある。「財源は中央からとってくる」「地方分権は

仕事が増えるだけ」という発想が、日本社会の企

業家精神を腐朽させ、現在の窮状に追い込んだ根

源に存在している。とってくる予算の少なからぬ

部分が、道路などの社会資本整備で占められてい

る。他力本願で社会が永続できるわけのないこと

は、そうした自治体の多くが人口を減少させてい

ることからも明らかである。受益と負担の対応に

よる社会資本整備は、構造改革のスタートライン

である。

３．ニュージーランドにおける道路整備と資金の

配分

ニュージーランドにおける交通部門の規制撤廃

は、おおむね1980年代に行われている。航空や鉄

道の民営化や規制撤廃は、他国にくらべて徹底し

たものであった（拙著1996)。しかし道路部門の

改革は1990年代中盤になってようやく行われ、特

殊法人として道路整備を行っていたＴｍｎｓｉｔＮｅｗ
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による当初の費用便益比率が3.3であるのに対し、

地元では5.7を主張し、最終的にはTmnsfilndが

4.5と決定している。

当然のこととして、TmnsitNewZealandでは

貸借対照表と損益計算書を作成しており、そこか

ら道路資産やその維持補修状況が判断できるよう

になっている。また、ニュージーランドにおける

政策実施手法に共通の特徴として、政策目標合意

（PolicyTYl屯etAgIcement）を行うため、個々の

業務に関する定義や契約構造がかなり詳しく規定

されている。これは後に添付する資料にみるとお

りである。

ない。ＰＦＩの利用にあたっては、資料に示すよう

な契約による役割の明確化が有用な基礎的条件に

なる。いずれにしても、他国に見受けにくい段階

まで道路整備に市場原理を適用しているという点

で、ニュージーランドの事例は示唆に富むものと

いえるだろう。

添付資料：TFNＺトランスファンドニュージーラ

ンド

序

４．小括：経済構造改革の展望と道路整備システ

ム

この機関の主な目標は安全で効率的な道路システ

ムに有利なように資源を配分することである。

既述したように、経済構造改革の必要性は明白

である。ダグラスの提示した原則に沿って考える

と、そこでの道路整備を組み込む意義が理解され

よう。

第１に、大きな政策パッケージを提示する意味

で〈規模的にも地域的な広がりでも、道路は重要

な要素である。すでに道路特定財源という部分的

な市場化は行われているものの、使途や税率の決

定方法には大きな改善の余地がある。費用便益結

果の公表と意思決定への反映が重要である。いっ

たん挫折した構造改革を再スタートさせたニュー

ジーランドに学ぶところは多い。

第２に、目標の明示と情報公開が課題となる。

年金については完全民営化を含んだ選択肢が示さ

れているのに、道路でそれを拒否する理由は乏し

い。燃料税率や高速道路料金をセットにして、

「いくらの負担でどの水準の道路整備を行うか」

というメニューを提示するべきである。

第３に、生産的な行動を企業にとらせるという

観点から、ＰＦＩの利用を積極的に進めるべきであ

る。採算に乗る計画案が少ないという理由で建設

省は乗り気でないように見受けられるが、それは

これまでの道路整備が経済効率性の見地からは不

必要なものまで含んでいたことの傍証にほかなら

この主な目標から、1995年トランジットニュー

ジーランド修正法に明記されている重要な目標群

に当機関の諸機能を結合させることが導出される。

重要な目標群

･所与の費用に見合うだけの国益が期待されると

いう基礎の上で、首尾一貫した資金的裏づけを

有する国内道路計画の賛同と購入。

･信頼でき明確で時期を得た助言を、交通産業に

身を置く大臣とほかの重要な関係者に与える。

･道路サービスもしくはその代替案の供給におけ

る配分上の効率性を追求する。その際、競合可

能性と管理と技術のシステムおよびプロセスの

進歩とが考慮される。

･道路管理当局および地方評議会と契約を締結し、

彼らそれぞれの計画を実現させる。

･効率的で効果的に配分された資源の利用を確保

するため、道路管理当局とすべての地方評議会

の会計監査を適時に行う。

･評価のプロセスを確立し、道路の供給と補修の

効率的な代替的選択肢には資金を拠出する。
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契約、助言そして旅客交通政策における競争の監

視。

特徴と行動の範囲

1996年７月１日から計画の融資や国内道路計画

（NRP）の準備はトランスファンドによって遂行

されるだろう。トランスファンドの活動の主要な

特徴と範囲は、

次の諸要素についてＮＲＰの対照調査、合意そし

て管理：

以下に挙げる条件を含んだトランジットニュー

ジーランド（TNZ）と地方当局による産出の配分

にかんする公式な合意の準備と見直し。

･合意の範囲の定義

･質的要素を伴う生産物（適切さやリスク管理、

正確性など）についての明確な分類

･融資についているほかの条件の明白な定義

･基準に反するパフォーマンスの監視

･一定の条件が満たされるという前提での支払い

･道路保守

･地方道路の改良と更新

･州高速道路の改良と更新

･効率的な道路の代替案

･旅客交通の社会的サービス

･契約管理

・助言サービス

・監査サービス

道路管理当局や地方評議会に対する財政的援助の

提供

会計監査のシステム上の指揮とTNZ、地方当局、

地方評議会のパフォーマンスの見直し、順守状況

を以下の点について行う：

費用便益分析を基本にしたそれぞれの計画に対す

る評価。次の査定項目を含む

．契約に規定された分類と条件

･手続き、技術、安全基準、標準そしてガイドラ

インの設置

･効率的で効果的な貢献

･地域、地方の道路計画または高速道路計画

･事故コスト

･旅行時間コスト

・自動車を動かすコスト

･貨幣に換算しにくい要素（容易に確認できない

もしくは数字や金銭的価値が与えられないもの。

例：ほこり害）

次の諸問題につき、道路管理当局や地方評議会に

対する援助または助言地方自治体や道路利用者団体、コミュニティー、

運輸省、警察本部長、そして陸上交通安全当局と

の話し合いによって決められた優先順位に基づい

た計画評価の結果によって、すべての計画は順序

付けられる。

・法的手続きとＮＲＰのほかの要求を明らかにす

る

・プロセスと行動を明確にする

・政策展開に関する相談

・情報提供の求めに応じる責任

・産出物の供給に関連する条件を明らかにするた

めの公式合意の準備

・設定された基準に対してのパフォーマンスの監

視

･便益

･費用

･納得できる総費用（貨幣換算しにくいものを含

む）

競争価格の行動における合意、実行、および監視。
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情報の提供と道路に関する大臣への助言、以下の

ことが求められる。

（３）1991年に制定されたISTEA（総合陸上交通

効率化法）が２１世紀を控えてTEA2１（２１世紀

に向けた交通平等法）に衣替えしている。その

中で、都市圏ごとの交通政策に権限を有する

ＭＰＯ（都市圏計画機構）は権限・資金の両面

で拡充されている。TEA21ではその訳語から受

ける印象とは対照的に、各州の燃料税による道

路信託基金の収入のうち、９０．５％をその州の高

速道路予算として支出するように規定されてい

る。詳細については西村（1998）および篠部・

佐藤（1998）を参照のこと。

（４）地方分権推進委員会の第５次勧告には、県内

で完結する１級河川や３ケタ国道の地方への移

管を含む当初案がほとんど反映されておらず、

大幅後退との印象がぬぐいがたい。

（５）1995年度の行政投資額を人口１人あたりで比

較すると、最大の島根県は最小の埼玉県の2.5

倍となっている。高度成長期にはこういった格

差是正が是認された面もあるとはいえ、今後は

経済停滞と財政赤字から継続不能である。

(6)歴史的にはニュージーランドの失業率はきわ

めて低く、1960年代までに在任したある労働大

臣は、失業者の名前をすべて覚えていたそうで

ある（HideandMcshanel996)。

(7)1985年に決定され、翌年から実施された税制

改革は、以下のような内容であった。所得税に

ついて税率が引き下げられ、最高が66％から４８

％に、最低が20％から15％になった。その後、

最高税率は再引き下げされて33％になっている。

個別物品税は整理され、包括的な物品･サービ

ス税（GST）が導入された。その税率は、当初

の10％がのちに引き上げられ、現在では12.5％

となっている。

（８）この時期には労働党内部でロンギ首相の指導

力が低下し、かわって登場した２人の首相も労

働党への国民の支持を維持できなかった。

(9)1987年の労働関係法が、強制的組合主義と一

律主義に基礎を置いているのに対し、雇用契

約法では、各集団の自発的な交渉が原則となっ

ている。Dalziell991（青山・岡田訳）を参照さ

･ＮＲＰの融資に関する重要な問題

･陸上交通価格決定とほかの政策の問題点

･陸上交通の法的な枠組み

・道路管理当局へと地方評議会への融資補助の供

給

･直接的なもしくは質問に応じての情報の提供

大臣とパフォーマンスの合意を結ぶ

･道路の政策、保守に関する効率的な選択が熟考

され、発展する融資された産出物

･交通弱者のニーズへの配慮を含め、道路の問題

の解決策を見極め、推進する

・道路やニュージーランドまたは海外のほかの交

通機関と関係した団体との連携の確保、そして

陸上交通に関する問題の情報交換を促進する

．陸上交通を向上させる調査を促進し、実行する

・交通問題について交通産業に助言をする、訓練

や教育プログラムを手続きや生産物の質的発展

に貢献する政策も含まれる。

・国内道路勘定を管理、監視する

注

（１）筆者は、たとえば郵便事業において民営化が

唯一の方策であるとは考えていない。しかし、

他国に例のあるように、国営企業であっても法

人税を納付し、民間の参入が広範囲に可能な形

態としなければ、直接税率のフラット化と課税

ベース拡大を盛り込んだ税制改革とは整合的で

はない。中央省庁等改革基本法案では、第33条

の６において、「民営化等の見直しは行わない

ものとする」むねが明記されている。

(2)PrivateFinancelnitiativeの略であり、日本で

は「民間参画による社会資本整備」と通常は

（不正確ではあるが）呼ばれている。詳細につ

いては拙稿（1999）を参照のこと。
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Ｚとα〃"djMZzcmeco"0”，TheOxfbldUnivelsity

Press（青山則雄，岡田良徳監訳（1998）

『ニュージーランド・マクロ経済論一改革の成

果と評価--」梓出版社)．

Hide，Ｒ・andMcshane，０．（１９９６）↑，Can

PrivatizationSucceedinaWestemDemocmcy？ 

LessonsFmmNewZealand11，Anderson，Ｔ､Ｌ 

ａｎｄPeter，Ｊ､Ｈ、ｅｄ，Ｔ１ｉｃＢ’juatjzqtjo卯Ｐ）りc3ss，

RowmanandLittlefield・

井熊均（1998）『PFI－公共投資の新手法』日刊

工業新聞社．

井爪輝明（1997）「ＮＺのベトナム世代・労働党

政権はなぜ改革を実現できたか」『エコノミス

ト」1997年３月４日号，毎日新聞社．

地引嘉博（1991）『現代ニュージーランド（増補

版)」サイマル出版会．

宮脇淳（1998）「日本版ＰＦＩは三セクの二の

舞？」『週刊東洋経済」７月１８日号，東洋経済

新報社．

日本ニュージーランド学会（1998）『ニュージー

ランド入門』慶應義塾大学出版会．

Newbely，，．（1994）ⅢTheCasefOrPublicRoad 

Authority'１，ノb測刎２Jγ刀zz”０㎡Ｅ、"o'ozjCsα"ｄ

Ｐｏ"Q)１，ＶＯＬ２８Ｎ０．３（今橋隆訳，太田和博

校閲（1995）「公的道路主体の根拠」『高速道路

と自動車」第38巻第６，７号，高速道路調査

会)．

大住荘四郎（1997）「NewPUblicManagementの

展望と課題」『経済学研究』第44号，神戸大学

経済学会．

Robinson，Ｒ，Uno，DandSnaith，Ｍ、（1998）

RDczdjlmZj"花"α"ＣｅＭｚ"cZgW，zC"t,CWzc"たα"ｄ

Ｓｂｌｓ”"s，Macmillan・

Roth，Ｇ・（1996）Ｒｏα‘j〃αＭｚγ彫ｊＥｃｏ"0"zy，

AvebuIy， 

篠部武嗣，佐藤健吾（1998）「２１世紀に向けた交

通平等法（TEA21）の概要」『運輸政策研究』

第１巻第２号，運輸政策研究機構．

StatisticsNewZealand，（1997）ハル〃象αJα"‘

ｑｩiicjaJrbczｿboohZ”ZGPPublications． 

れたし､。

(10)ただし、改革案自体は労働党が野にあった期

間から大蔵省を中心に検討されており、ダグラ

ス自身も1980年ごろから市場経済への傾斜を強

めていた（地引1991)。ダグラスの果たした役

割は、Walker(1989)の書名に象徴されている。

(11)出典はHideandMcshaneopcit､である。引

用したものは原典の２，３，５，６，９番目の

原則である。割愛したほかの原則も有意義なの

でタイトルを示しておく。①良質の政策は良質

の人物から④改革にはずみをつけ、動かしつ

づけよ⑦選挙民を信頼し、情報を開示せよ

⑧政治的沈着さが改革への信頼をもたらす

⑩迷ったら､｢なぜ政治家になったか｣を考えよ

(12)農業に関する補助金の撤廃に農民は反対した

が、陸上輸送に対する規制緩和が運賃の低下を

もたらし、その不満を和らげた。

(13)改革の目標を明示せよ、という比ゆになって

いる。

(14)税制改革が例として引用されている。ＧＳＴ

の導入は直接税の減税と組合わされていたため

に成功したものとされている。

(１５)日本の公共事業予算（1997年度）では一般会

計の12.6％が公共事業に充てられ、道路はその

うちの27.8％、港湾と漁港の合計は同9.9％を

占めている。

(16)道路の整備財源は、燃料税、重量車両の重量

距離税、車両登録料などである。燃料税の税率

は１リットルで10.9セントとなっている。1993年の

数字では、陸上交通基金には燃料税総額９億

1700万ＮＺドルのうち２億8000万ドル、重量距

離税は３億4500万ドル、車両登録料金は１億

4100万ドルとなっている。

参考文献

Bollard，Ａ・（1994）,INewZealandi1，WiUiamson，Ｊ，

ｅｄ.，ｍｃＰｂＪ１ｉｔ/cα/ＥＣＯ〃0”ｑ/PoJjQyR加γ”，

InstitutefOrlntemationalEconomics・

Dalziel，Ｐ、andLattimo】ae，Ｒ・（1996）Z11icjVb汕

8２ 

Hosei University Repository



武田文夫（1988）「有料道路の国民経済的位置づ

けとその制度・経営の国際比較」『交通学研

究』第31号，日本交通学会．

同（1998）「有料道路化、民営化への･世界的潮流

と日本」『高速道路と自動車』第41巻第10号，

高速道路調査会．

TmnsitNewZealand（1996）Ａ"""αｌＲ`jｳ0汀1,95

1,9a 

TmnsfUndNewZealand（1996）SiZzね醜e"ｊｑ/・肋ね"ｊ

ｍ９５Ｉ”尻

(1997)jVZz〃0"α/Rozzdか１９｣･ｿ6qg池沈叛２ｍｇ‘gZ

Walker，Ｓ・ｅｄ．（1989）尺嘩"…ｉｃｓ－Ｒｅｓｈ”蝿

」VbzuZbaJZz"‘'ｓＥｂｏ"0”，GPBooks・

拙稿（1996）「ニュージーランドの経済改革と社

会資本整備」『道路交通経済』第77号，経済調

査会．

拙稿（1999）「道路整備におけるＰＦＩの役割」

『経営志林』第35巻第４号，法政大学経営学会．

８３ 

Hosei University Repository


